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蜜

罐
韓
疇
確
Ｌ
頭

霧

　

Ｅ

０
な
外
公
饉
の
名
林
及
び
位
置
並
び
に
在
外

公
鑢
に
動
番
す
る
外
務
公
務
■
の
給
与
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
堅ヽ
止
す
る
法
律

↑
●

０
市
町
村
の
合
併
の
特
働
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
堅̈
止
す
る
法
律

（
一
０
）

０
猥
判
所
霧
量
定
員
法
の
一
部
を
毬̈
止
す
る

籍

＾
一
一
）

０
地
震
防
災
対
策
強
化
堰
城
に
お
け
る
地
震

対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
目
の
着
政
上

の
特
別
僣
籠
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律

＾
一
二
）

０
“
税
瀬
正
す
”
税
‘
定
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

＾
〓
じ

０
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
車
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
棒

（
一
四
）

０
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
一ｇ
上
す
る
法
律

０
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

奮
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改

正
す
る
法
律

（
一
七
）

０
公
立
商
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収

及
び
書
尋
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
綸
に

関
す
る
法
律

（
一
八
）

Ｏ

０
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
と
菫
，
ヨ

の
支
給
に
関
す
る
法
律

（
一九
）

０
国
の
直
僣
事
業
に
係
る
都
道
府
県
等
の
雄

持
雷
暮
亀
燿
金
の
壼
止
等
の
た
め
の
関
係

法
律
の
整
常
に
関
す
る
法
律

（二
０
）

０
国
土
調
査
健
凛
特
別
僣
置
法
反
す
目
土
調

査
法
の
一
部
を
菫
止
す
る
法
律

（二
じ

〔取
　
さ
↓

０
在
外
公
餞
に
勤
務
す
る
外
務
公
窮
興
の
在

勤
峯
な
手
当
の
額
並
び
に
，
居
キ
当
に
係

る
控
聡
頷
及
び
限
慶
額
を
定
め
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

公
ハ九
）

０
日
蒙
公
当
騒
退
曖
手
当
治
磐
行
令
及
び
行

直
ギ
“
笙
露
晏
●
令
０
一
部
を
崚
一■
す
る
政

令

３
９

０
市
●
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
菫
よ
塁
α
糧
２
震
”に
伴
う

関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（七
〇

０
予
算
決
夕
及
３
仝
霊
苓
・の
一
部
を
改
正
す

る
政
，

七^
二
）

０
関
税
漂
及
び
関
税
暫
定
僣
ａ
法
の
一部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
抒
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
０
に
関
す
る
政
令

七^
三
）

０
防
衛
●
の
職
員
の
給
写
゛
に
”
す
る
法
薇

雄
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（七
じ

の
支
綺
に
関
す
る
工
彗
Ｅ
■
行
令

宅
五
）

０
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
児
“
手
当
法

及
‘
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も

千́
当
０
支
語
に
関
す
る
法
律
欝
二
＋
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
児
童
手
当

法
に
工
づ
き
一
静
菫
螢
歪
工か
ら
饉
収
す
る

撻
出
金
に
係
る
拠
出
金
率
を
定
め
る
政
令

五   =口
〓 >

Ｏ

０
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

の
菫
嬌
に
関
す
る
法
律
に
基
う
き
市
，
お

に
交
付
す
る
●
諄
費
に
関
す
る
政
令

ε
七
）

０
国
の
童
帖
事
業
に
係
る
都
道
府
県
専
の
雄

持
言
理
負
菫
金
の
廃
工
等
の
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
腱
孫
政
令
の
奎
樹
等
に
関
す
る
菫
令

七^
八
）

０
目
土
審
議
会
，
及
び
日
土
調
査
法
施
行
令

０
一
苺
を
改
正
す
る
政
令

ｔ^
九
）

雷

　

含

０
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
０
令

（総
轟
二
五
）

０
市
”
村
の
合
，
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

旋
行
規
則
及
び
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る

行
政
手
疑
等
に
お
け
る
情
報
撻
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
法
律
お
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令

（同
〓
六
〉

０
失
業
者
の
追
離
手
当
，
総
湯
則
の
一
部
を

改
正
す
る
●
令

同^
三
七
）

０
通
芳
厳
政
法
施
行
令
”
則
筆
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定

め
る
数
値
及
び
事
項
を
定
め
る
省
令
０
一

部
を
改
正
す
る
省
令

０
堅
昴
・
財
薔
二
）

０
研
修
曇
手
当
の
号
の
適
用
に
“
す
る
規
則

０
一
部
を
改
正
す
る
●
令

（外
廊
五
）

０
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
議
員
の
休

錮
”
国
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
●
，

ａ
里
０

０
関
猛
法
菫
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

財^
摘
二
七
）

０
指
定
ａ
瞑
考
人
福
祉
歯
設
の
人
員
ヽ
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
力
定
暦
宅

サ
ー
ビ
ス
等
の
■
暴
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
〓
関
す
・る書
準
等
の
一部
を
政
正
す

る
●
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

Ｆ

書

轡

五
９

０
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

の
支
綸
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

８

五
一
）

０
凛
民

“摯
雲
Π
壼
”
上
重
鵞
、
地
ず
べ
り

防
止
顧̈
２
及
び
識
避
に
関
し
公
共
土
木
施

設
災
害
復
旧
事
業
員
日
”
負
菫
法
を
施
一行

す
る
省
令
の
一
部
を
“
正
す
る
省
令

農^
林
水
産
二
七
）

雷

　

一３

０
認
可
地
緑
団
体
が
解
散
前
の
特
定
一
般
社

団
法
人
又
は
特
定
一
般
財
団
法
人
と
同
一

性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

総
務
大
巨
が
定
め
る
基
平

総^
綺
〓
一七
）
　
一〇

０
自
主
”
な
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
た

め
の
基
本
的
な
僣
針
を
廃
止
す
る
絆

全同
一
二
八
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

０
輸
入
数
量
に
基
づ
く
特
別
緊
急
関
係
の
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
輸
入
基
準
数
量

を
定
め
る
件

財^
薔
二

八
）

０
生
●
彗
工
占
及̈
す
冷
凛
牛
肉
に
係
る
“
税

の
策
急
檜
田
の
平
成
二
十
二
年
度
質
一
四

半
期
、
第
二
四
半
期
及
‘
第
二
四
半
期
に

お
じ
０
発
動
基
準
藪
■
を
〓
め
る
件

０

二

ι

Ｏ
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
専
に
係
る
関
税

の
緊
急
措
置
の
平
成
二
十
二
年
度
第
一
四

半
期
、
お
二
四
半
期
及
び
第
二
四
半
用
に

お
け
る
発
動
基
準
数
職
並
び
に
輸
入
数
量

に
基
づ
く
特
別
緊
念
側
税
の
平
成
二
十
二

年
度
に
お
け
る
綸
，
■
霊
〓
３
３
を
定
め
る

件

∩

三

９

以^
下
次
の
ベ
ー
ジ
ヘ
続
く
）
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８
　
養
〓
＝
リ
ロ

こ
の
法
律
は

、
平
成
二

二
年

四
月

一
日
か
ら
磐

行
す

る
こ
と

と
し
た
。

た
だ

し
、

法

Ｔ

の
有
効

瀬

羅

に
関
す

る
腱
定

に

つ
い
て
は
、

公
布

の
日
か
ら

施
行

す

る
こ
と

と
し

た
。

Ｌ
距
綬
蒻
夢
０
年
こ
Ё
し一
倉

一
§

２
　
刹
■

祁

の
■
欺
を

二
０

人
減
少

す

る

こ
と
と

し
た
。

食

屋
瘍

じ

３
　

こ
の
法
”

は
　
，
成

二

二
年

四
月

一
日

か
ら
肛

，
す

る

こ
と
と

し
た
。

０
■
壺
腰
魏
●
翌
墨
整
”
質
電
に
お
け
る
地
菫
”
贅
露
拿
菫

轟
“
餞

に
饉

一全
目
●
財
重

上

の
特
口

発

■
に
目
す

一●
藩

律

の

一
“
を
崚

正
す

る
法
律

薔^

”
，

一
二
与
Ｘ

内
腱

”

杢

じ

―
　
増
“
”
災
●
資
強
化

電
嬌

に
お
け

る
■
●
対

策

緊
急

菫
厠
”
■

に
薇

る
国

の
財
迪
上

の
特
”

措

ａ
に
口

す

る

法
拌

の
有
場
霧

曖
を

二
年
電

長

し

、
平
咸

二
七
年

二
月

〓
〓

日
ま

で
と

す
る

こ
と

と

し

た
。
＾
隋
ｍ

，

一
条

露

ニ

ｇ
２
　
閣
露
躍
翡
“
Ｅ
，
知
事

に
よ

る
地

”
対
憑
ａ
彗
二
■
■
事

案
針
日

の
支

定

の
書

諮

付

，

そ

魔

止

す

る

こ
と

と

し

た
。
（
第

二
条
”

一
項
目
２
０

３
　
公
立

の
小
学

校
着

し
く

は
中
学
優

又

は
中

等
教

〓
学

校

の
前
塑

霞
穣
●
木
逍

以

外

の
技

査

の
補

強

て
　
地

８

に
よ
る
●
壊

の
危

曖
性
が
お

い
も

の
と
し

て
支
“

料
子

大
目

の
定
め

る
薔

攀

に
該
当

す

る
●

合

に
“

る

も

の
に

つ
い
て
　
改
正
”

は

三
分

の

一
と
き

れ

て
い
た
日

の
貪

錮
側

含
を
三
分

の
二
と
す

る

こ
と
と

し
た
。
別^
壺
質

一

口

じ

４
　

こ
の
法
性
は
、　

一
部

●
翅
定

を
綸

書
　
公
布

の
日
か

ら
“

行
す
る

こ
と

と
し

た
。

０
口
■
Ｍ
一４
Ｖ
困
２
菫
〓
Ｅ
口
示
●

一
“
を
重
工
す
る
法

●

一
‘
雪
分

〓
言
じ

０
ユ
霊
こ

１

■
薔
器
準
尋
０
コ
ａ
留
】
●
■
薔
一

平
成

二
二
年

二
月

三

一
口

に
適
用

川
饉

が
到
＊

す

る

督
定
回
ａ
Ｆ
並

び

に
■
を

畠

に
係

う
絆
輛
菫
番
語
鯉
颯
嗣

鷹
ユ
０
牛
肉
又
は
豚
肉

０

に
係

る

関
■

の
臓
魚
泄
曖

に

つ
い
て
、

こ
れ

ら

の
適

用
”

腱

を

一
年
鴻

■
す

る
彗

，

要
の
改
正
を
，

う

こ
と

と

し
た

。
＾
”
穏
壼
〓導
者
椰
漱
第

一棗
Ｄ
８
，
ｔ
条
２
一τ
薇
モ
乗
０
人
〓
凹
じ

２
　

水
顔

取
お

り
強
化
等

の
た
め

の
”

則
水

嗜

の
見
ｒ

し

い
　

●
出

し
て
■
な

ら
な

い
”

詢
を
●

出
す

る
，
　
輸

入
し

て
は
な

ら
な

い
●
■
を
●

へ

す
る
”

及
び
０
人

し

て
は
な

ら
な

い
●
”

を
燿
籠
地
誡

に
固
く
年

の
”

に
蛛

‘
助

劇
水

，
を

■
■

上

げ
る

こ
と
と

し
た

＾
ロ

籠
活

”

一
０

へ
墨

の
四
、
分

一
０
え

ヽ

た

０
お

一
〇

九

条

の
こ
関
係

）

口
　

関
壺
を

■
●

８
ヽ

の
“
に
饉
る

輌
ｍ
水
■

を
●

さ

上

げ
る

こ
と

と

し
た

”^
苺

′
昴

．
１

え

Ш
‘
〉

口
　
畜

い
●

物

の
理
■

年

を
す

る
”

に
薔

る
詢
則
水

■

を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
．（“
税
法
第
一

＝
憲
ι

３
　
●
Ｉ
ｆ
ｔ
‘

Ａ^
ｌ
Ｏ
）
制
工
の
”
“

，

税
歳
“

”

の
出
可

の
”
”

の
過
用
を

，
げ

る
０
■

か

な

く
な

っ
た
日

の
日
山

及
び
●
，
■
翅
関
■
，

の
凛

■

を
受

け

て

い
る
必
要

が
な
く
な

０
た
”

の
層
“

に
”

る

凛

■

を
強

“

す
る

こ
と

と
し

た
。
＾
関
優
２
”

工
二
人

の

一
言
う
●
”
ｔ
九
た

の
二
閥
“

）

４
　

こ

の
法
，

Ｃ
、

別
段

の
た

め
が

あ

る
場
一〓
そ
藤

と
、

平
成

二
二
年

四
月

¨
日
か

ら
■
，

す

０
こ
と

と
し

た
。

０
■
‘
本
こ
ヽ
日
本
菫
薔
各
‘
ぶ
台
電
ｘ
の

一
鶴
Ｆ
一
改
正
す

る

法

伸

＾
２
●
第

．
口
，

Ｘ
■
Й
●

）

―
　

株

式
会
社

日
本
政

重
金
融

公
メ

ｏ
目
的

几
‘

輌
口
喀

力

腱

”
の
摯

務

の
範

囲

に
、
地

斥
“

曖
ι

●
嗜
止
，

●

地
重

■

■

の
，
全

を

日
的

と
す

０
海

外

に
お
け

る
●
■

を

延

奪

す

る
こ
と
を

撼

“
す

る

こ
と

と

し
ヽ

２
　

こ

の
法
律
は

　
公

●

の
日
力、
ら
■
を
す

る

こ
と
と
し

た
。

０

日

月
輌

腱
議

０

●

一
部

を

載
正
す

る
注
籠

五

Ｊ

金

笙

″

■
３

一
　

嬌
薔
催
晏
区
伝
の

一
烙
朽
¨
ｒ
Ш
鶴

１

　

一
あ
〓
こ
暉
腱
ｔ

の
り
ｒ

の
■
●

し

１１１

層
颯

嶼

の
邊

”
颯

外

の
■
ｎ

を
三

一
曰
以
上
”

月

さ
れ

る
こ
と

が
見

込

ま
れ

な

い
こ
と
す

と
す
る

こ

と

と
し
た
。

＾
苺
六

条

錮
４

´

２

　

一
”
種
保
険

督

０
露

■

の
■
●

し

に
倅
¨
■
ｇ
上

Ｈ
　
織
“

揆
“

で
あ

っ
て
、
，

ゆ

的

に
Ｍ

”
こ
れ
る

者

の
う

ち
メ

の

い
ず

●

に
も

薇

当

し

な

い
も

の

＾
日
前
ケ
●
睦

辣
羹

“

を

朧
く
、

）
を
短
期
載

月
将

倒
騒
凛

曖
“

と
す
る
も

の
と

し
た
。

＾
廊
〓

八
た
関

嬌

）
”
　

四
■

月
Ц
内

の
初

ｍ

を
一
”
め

て
“

月
こ
れ

る

０

　

一
翅

凹

０
所
定
方
０
”

口
″

こ
う
０

画
以

上

で
あ

っ
て
“
生

分
性

ふ

日

の
定
あ

る
け

錮

ｎ

未

出

で
あ

る
者

口
　

曰

々
“

月
ど

●

う
●

又
は

三
０

日
“
内

ゆ
綺

ロ

を
ｔ

め

て
“

用

さ
れ

る
”

が
　

日

，
の
■
え

上

の

透
用
，
事

に
お

薇

し

て
，
　

日
収
Ｌ

嘔
”

と

な
た

と
き

は
　

公
共
嗜

ｔ
宏
一
■
前
■

の
■

●

そ
受

け

た

●
´

を
確
〓

　
“
壼
″

崎
■

に
薇

ヽ

し
な

い

こ
と

と
し

た
バ
■

円
‥
κ

た
す

”

四
三
条
画
ヱ
し

３

“
２

，

ａ

ａ

ξ

係

ろ
”
”

ｔ
ｔ

〓

″
雄

彙
”
“

資
“

菫

■

の
昴
出

を
行

わ

な

か

っ
た

こ
と

に
よ

り
　

ぼ

■
保

険

に
ホ

加

入

と
と

ヽ

た
者

に

つ

い
て
、

二
年

以

上
前

の
”

財

に
　

０
全

か

ら
“
百
閾
版
聾
■
を
掟
眸

さ

０

て

い
た

こ
と
が

確
〓

さ

――
た
”
合

に
は
　
■
飛
〓

が
届
出

を
行

わ
な

か

っ
た

こ
と

に
よ

，

ｎ
だ
綸
付

日
菫
が

電
く

な

る
●
詢

薔

が

生

し
な

い
よ

フヽ
に
す

る

た
０

　
■
，
”
正

に
お

い

て

ｒ
■

，
に

な

二
年

を
証

え

て
翅
Д

し

て
■

用

で
き

る

こ
と
と

し
た

。
＾
富

¨
四
■
及
び

ヽ

ニ

ニ
条
関
係

）

労
●

は
曖

の
標
羹

料

の
■
収

↓

に
関

す

る
法
律

●

一

“
改
正
厠
籠

Ｉ
　
●
“
路
■
■
い
●
料
の
薔
”
■

二
年
を
ｄ
え
る
コ
た
０
用
の
対
０
と
を
っ
た
″
を

“
用
し
て
い
た
“
ｔ
Ｌ
が
　
，
農
耐
”
時
に
さ
燿
な

輌
腱
口
饉
咸
立
の
屈
出
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
ヽ
合

に
は
　
保
崚
■
の
費
”
”
場
で
あ
る
二
年
せ
涸
●
に

お
い
て
も
　
凛
曖
Ｈ
一々
納
付
で
き
る
こ
と
と
し
　
Ｆ

豊
”
腱
人
“
は
そ
の
納
●
々
勧
奨
す
る
こ
と
と
し

た
。^
丼
二
＾
ス
リ
３

２
　
π
Ｂ
保
俊
■
に
卿
十
ら
Ｉ
ｔ
措
ロ

現
下
の
“
日
央
ヽ
情
”
に
対
‘
し
た
“
ｎ
，
凛
の

ヽ
鮨
に
必
曖
を
●
お
を
薇
●
す
る
た
め
　
，
咸
ニ
ニ

年
■
に
お
け
る
雇
ｎ
●
餃
〓
Ｌ
■
●
保
険
”
中
に
つ

い
て
は
、
弾
力
４
■
の
墟
セ
は
燿
日
せ
ず
　
曖
川
の

一■
２
の
二
　
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
円^
朗
椰

ニ

朱
凹
嬌
）

〓
一　
僣
“
２
計
に
謳
す
る
法
”
の
¨
部
崚
■
関
係

“
用
昧
曖
二
，
た
の
で
■
”
‘
趾
せ
を
確
保
す
る
た

め
に
．
■
月
■
壼
助
ｔ
全
守
の
た
め
に
必
要
な
面
に
つ

い
て
、
失
ヽ
平
綺
●
に
簾
る
■
，
金
を
に
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
●
２
抒
“
を
＝
じ
る
こ
と
と
し
た
メ
Ｈ
則
”

四
　

こ
の
法
●

は
、　

¨
郷

●
燿
■

を
“

き
、

四
月

．
日
か
ら
昴

行

す

る

こ
と

と
し

た
。

０
介
崚
保
崚
漱
お
行
法
●

一
５
を
重
正
す
る
漱
０

（
法
”

”

一
六
，
Ｘ
厚
生
″
“
省
´

１
　
介
ニ
タ
曖
法
の
薔
行
の
日
厠
に
市
■
，
の
■
“
に
よ

り
特
虜
螢
腱
七
人
ホ
ー
ム
に
入
所

し
た
函
介
■
掟
線
臓

書

に
層
し
て
お

じ
ら
れ
て
い
る
施

越̈
介
議
サ
ー
ビ
ス
■

を
当
分
の
四
‘
壺
す
る
こ
と
と
し
た
．
■^

一
三
栞
“

‘
´

２
　
こ
の
法
律
は
、
公
●
の
日
か
ら
翡
一行
す
る
こ
と
と
し

た
。

●
北
朝
鮮
当
日
に
よ
っ
て
拉
■
さ
れ
た
機
書
■
尋
の
支
饉

ｔ
関
す
る
撻
韓
●

一
“
を
ま
正
す
る
法
律

人
●
”
”

一

七
，
Ｘ
内
閣
官
じ

１
　
●
は
　
■
３
駆
当̈
局
に
よ
っ
て
拉
政
ぎ
れ
た
腋
背
″

で
あ
っ
て
”
●
し
た
も
の
及
び
”
口
し
　
又
は
人
目
し

た
機
嘗
者
の
配
鵬
者
０

（●
下

、籠
口
支
彗
者
０
」
と

い
う
．
´
が
本
邦
に
永
住
す
る
”
合
に
は
、
当
韻
“
”
被

υ
著
●
に
対
し

向
闊
″
，
で
定
０
る
と
こ
ろ
に
よ
り

こ
れ
ら
の
者
の
自
立
を
鮨
適
し
　
生
活
二
曇
の
“
建
ス

は
諄
峯
に
置
す
る
た
め
　
地
ョ
■
古
■
●
崎
付
至
を
、

一
０
年
を
曖
度
と
し
て
　
諄
月
　
支
始
す
る
こ
と
と
し

た
。
今
”
五
３
■
”
二
夙
ｍ
一悴
）

２
　
こ
の
法
諄
は
、
公
布
の
日
か
ら
”
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

０
公
立
霞
）
雲
校
に
”
る
，
３
料
の
不
後
収
及
‘
“
笞
学

校
●
壼
争
主
燎
全

の
奎
総

に
回
す
る
法
●

法^
―――
第

一

人
３
Ｘ
支
証
ｒ
墨
´
０

Ｉ

　

摯

卿

い

　
目

的
こ

の
法

津

は
、

公
立
■

等

夕

校

に

つ

い
て
授
彙

慕

を
ａ

収

し

な

い

こ
と

と

す

る

と

と
も

に
、

公
立

●

０

学
核
■
″

０̈
■

〓
ク

″

‘

，
■

建

等

が

そ

の
授

大

ヽ

に
え

て

る
た

め

に
高

寧
，
ら
い０

“

を
支
口

，

０

支
綺

を

受
け

る

こ

と

が

で

ご

る

こ
と

と

す

る

こ
と

に

よ

り
、
高

Ｖ
學
ら
，
）
に

お
け

一●
●
■

に
像

る
機

昴
的

魚

菫

の
性

“

′

回
り

、

も

っ
て
薇

”

の
に

会
場

、

に
４

与
す

る

こ
と

を

日

的
一と
す

る

こ
と

と

し
た
．
＾
棗

一
条

理

】

口
　

定

薇
こ

の
結

”

に

お

け

る

「
■

，

夕

′

等
」
、
「
公
立

高

，

学
曖

一
■

び

「
私

立

お

等
撃

核

等
」

を
定
五

す

る

こ
と

と

し
た

。
（
”

二
各
ｎ
〓
Ｃ
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量^
層
腱
外
に
回
す
る
饉
■
番
じ

簿
二
彙
　
こ
の
法
●
●
鮨
，
０
日

以^
下

一鮨
行
日
」
と

い
う
０
前
に
髪
保
険
書
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
統
書
凛

行
日
ま
で
日

一
の
事
業
主

の
趙
月
事
業
に
層
月
さ
れ
て

い
る
者
に
つ
い
て
は
ヽ
”

一
条
●
錮
定
に
よ
る
一ｇ
〓
驚

の
層
用
保
険
議

（
蜃
Ш
層
四
条
に
お
い
て

「新
さ
」

と

い
う
じ
霧
六
彙
露
二
●
か
ら
，
五
号
ま
で
の
強
定
は

施
行
日
以
降
引
青
層
き
当
歓
層
月
事
，
に
■
月
さ
れ
て

い
る
間
は
　
■
日
し
な
い
。

。̈
言

〉

”
三
彙
　
“
一条
の
”
燿
に
よ
る
改
正
詢
の
菫
用
凛
腱
凛

露
三

十
八
条
第

一
項

に
躙
定

す
る
短
”
菫

島
語
褥
議
覆
¨

臓
者

で
あ

つ

、́

颯
囀

の

日
か
綸
行

日
前

で
あ

る

も
の

■
●
薔
行

日
メ
羞
引
を
■
〓

”

一
の
事
彙

主

の
通

月
■

■
に

層

用
さ
れ
離
曖
し

た

も

の
に
対
す

る
特

側

一
呻
全

０
支
語

に

つ
い
て
は
、

な

お
従

前

の
例

に
よ

る
。

今
覆
堡
曖
署
月
口
■
‘
”
ｔ
彗

僣
翔
“

に
関
す

る
経
過

輩

５

■
●
彙
　
麟
法

第
十

四
条
露

二
項
澤

二
号
工
す

露

二
十

二

条
澤

二
項

の
規

定

は
、
踵
職

の
日
が
麟
罰
重
■

条

た
だ

曰
メ

螢

で
あ

る
■

に

欅
露

百
八

十

二
〓
）
●

一

つ
い
て
薄
用

す
る
。

全
覆
嗜
署
災
害
薔
●

保
険
漱

の

一
部
置
Ｆ
０

菫
〓
桑
　
労
働
者
災

書
情
供

，
険
法

の

一
部

を
次

の
よ
う

に
政

工
す

一，

螢
＋
二
条
２
二
”
三
ξ
甲

第ヽ
■
ニ
ハ
象

薦
二
十

八
条

第
二
十
な
さ

を

「第
一
〓
ｔ

条
、
第
二
十
九

ネ

策
三
十
ａ

ｔ
政
あ
る
。

第
二
千

一
条
鶯

一
■
常
二
■
中

「
第
二
十
六
条
第
二

項
」
を

「第
二
十
■
８
８

〓
ご

に
改
め
　
厠
条
〓
ニ

■
た
だ
し
■
中

『
”
二
＋
二
条
の
二
第
四
項
」
を

饉ヽ

二
十

二
条
の
二
露
三
項
」
に
崚
め

日
条
爾
四
項
中
「策

二
十
六
条
、
第
■
十
八
条

露
二
十
九
条
」
を

「”
〓

十
七
ネ

第
二
十
な
条
、
菫
〓
■
さ

に
改
あ
る
．

目^
等
の
重
ね
Ｉ
霧
等
の
金
鋼
の
暉
毬
汁
事
に
関
す
る

〓
綸
あ

一
苺
菫
じ

，
六
４
　
口
等
の
■
通
硬
務
等
の
全
額
の
饉
壁
”
”
に
関

す
る
法
律

紹^
輌
二
十
五
軍
磋
昼
〓
工
今
Ｔ
〓
こ

の

一

部
を
ス
の
よ
う
に
崚
工
す
●

第
七
条
第
二
号
中

「第
二
十
七
桑
」
を

「
澤
二
十
八

条
」
に
政
あ
る
。

日^
彙
茶
澪
Ｅ
量
曇
雪
３
３
２
●

一
雌
工
や
０

■
モ
籠

日
菫
公
鬱
員
■
■
手
当
漱

会
，
コ

一十
八
年
法

第
十
条
諄
六
項
笈
‘
一７
七
ヨ
中

「
”
三
十
八
条
露

一

項
各
，
の
い
ず
れ
か
」
を

「
菫
三
十
八
条
”

一
項
に
燿

定
す
る
燿
綺
■
８
せ
例
薔
保
険
議
」
に
改
め
、
日
条
澪

十
項
２
●
層
†

一
項
●

コ
壺
■
■
ハ
彙
０
二
」
を

「壽

二
十
六
条
の
二
」
に
政
め
る
．

槍
ι

”

八
桑
　
“
，

日
前

に

国
彙

公
雛
●
建
職
手
普
法
第

二
条

菫

一
■

に
離
定
す

る
職
員

＾
口
条
諄

二
調

の
規
定

に
よ

り
職

■

と
み
な

さ
れ

る
●

を
含

む
。
以
下

こ
の
彙

に
お

い
て
同

じ
。
）
で
あ

っ
た
〓

で
あ

っ
て
、
退
職

の
日
が

腱

，

日
前
で
あ

る
も

の
■
‘

塵
任
自

の
前

日
に
お

い
て
職

員

で
あ

っ
て
、
歯

，

日
以

後
引
き
●
奎
嗜
薇

で
あ
る

も

の
に
対

す

る
綺
条

●
規

定

に
よ
る
載

正
篠

０
”
漱
屋
十

条
露
六

項
及
び
露
七

項

の
規
定

の
過
月

に

つ
い
て
、

な

お
従
前

の
例

に
よ

る
。

Ｔ
栞
苺
臓
露
峯
ｙ
ａ
暑
彙
書
ｕ
蜃
番
野
あ

一
澤

を
菫
■
■
里
露
ｅ
‘
孝
層
議
あ
堡
路
科
２
膠
螢
）

に
関
す

る
漱

，

の
出

行

に
祥
う

躊
係
法
績

の
菫
”

等

に

撃̈
１
藻
毯
う

一
”
彗
０

“
九

彙
　
矢
菫
苺
Ｅ
釜
栓
う
ｇ
，
■
者
災
書
脅
薔
ａ
Ｃ
至
こ
の

一
部
を
改
正
す
る
書
嬌
及
‘
労
働
操
薇
０
凛
曖
将
●
篠

●

に
国
す

る
薔

薇

３

和

四
十

四
年

法
，
議

八
十

二
３

の
一
椰
を
次
の
‘
つ
●
菫
■
２
一．

貫

菫

三
吾

曇
ニ
ー

窓

最

二
丸

菫
■
で
」
を

コ
■
一，
ｔ
桑
が
ら
澪
三
十
４
ｆ
）で
」
に

政
喩

自
壊
２
霊
麟
騒
士

一彙
２
欄

ヌ

■
Ｉ
¨

条
語
一
■
一
を

「”
二
十
六
褒
，
一
項
」
に
改
め
る
。

＾
贄

全

の
支

払

の
理

保

雪

に
暉

す

る
凛

●

●

一
“

政

正
〉

軍
■
条
　
梵

全

，
支
ユ

の
腱
凛
等

に
コ
す

る
法
●

＾
昭
和

二

十

一
年
漱

伸
澤

三
十

四
こ

の

一
彗
を
，

の
よ
う

に

政

工
す

る
．

葺

八
条
鬱
〓

コ
■

「
第

二
＋
六

条
」
を

『
”

二
＋
七

条
」

に
改

め

一，

＾
石
編

に
よ

る
薔
藤
霧
墨

●̈
菫
済

に
関

す
る
法
像

の

一

部
み
■
●

”
十

一
■

　
石
”

に
よ

る
掟
“

崚
嘗
●
数

済

に
口
す

る
●

摯

平^
政
＋
八

年
法

口
壽

四
●

）

の

一
部

を
次

の
よ

う

に
ヨ
上
す
る
。

露
三
十
八
＾
”

一
猥
中

『目
二
十
六
条
か
ら
彙

二
十

九
条
ま
で
」
を

「第
二
十
七
晏
か
ら
爵
三
十
条
ま
で
」

に
改
ら
、
同
項
の
壺
酵
蛹
菫
年

二
彙
の
■
●

「■
二
十

七
条
”

一
■
」
を

「
第
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